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第１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

 

平成 19 年 6 月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され、

平成 20 年度から、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状

況について、教育委員会自らが点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、議会に提出するとともに、公表することが義務付けられました。また、点検及び

評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものと

するとされました。 

 

【根拠法令】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1 項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 4項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな

ければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 

 

 

第２ 令和２年度 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方

針について 

 

新宿区教育委員会では、令和 2 年第 6 回教育委員会定例会において議決した「令和

２年度 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針」に基づ

き、点検及び評価を実施します。 

 

１ 実施目的 

(1) 教育委員会が、教育に関する事務及び執行状況を点検及び評価し、課題や今後の

改善の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 

(2) 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、議会に報告するとともに、公表す

ることにより、区民への説明責任を果たし、信頼される教育行政の推進を図る。 

 

２ 点検及び評価の対象 

 新宿区教育ビジョンに掲げる全ての個別事業とする。 
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３ 実施方法 

(1) 点検及び評価は、令和元年度の個別事業の進捗状況を総括するとともに、課題や

今後の方向性を示すものとする。 

 (2) 学識経験者の意見を聴取した上で実施する。 

(3) 10 月の教育委員会定例会において点検及び評価の結果をまとめた報告書を決定し、

翌年度の事業実施方針及び予算見積もりに反映する。また、報告書は区議会へ提出

するとともに公表する。 

 

 

第３ 点検及び評価会議の実施 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年度新宿区教育委員会の点検及び評

価会議を書面開催としました。 

 

○ 学識経験者 

・ 浅田 学   氏 東京栄養食糧専門学校教育部教授 

・ 藤井 千惠子 氏 国士舘大学体育学部こどもスポーツ教育学科教授 

・ 仲田 康一  氏 大東文化大学文学部教育学科准教授 

 

○ 内容 

令和元年度個別事業実績説明及び意見聴取 

 

 

第４ 令和元年度新宿区教育委員会の活動について 

 

新宿区教育委員会の会議は、原則として毎月第一金曜日に定例会を開催し、必要に応

じ臨時会を開催しています。 

令和元年度は、定例会 12 回、臨時会 11 回を開催し、議案 72 件、協議 6 件、報告 39

件について審議等を行いました。 

 

＜主な審議等＞ 

 令和 2 年度から使用する区立小学校教科用図書について、7 月の臨時会において、公

平・公正に討議・検討を行いました。採択の候補となる教科用図書について、最終的に

5 人の委員及び教育長がそれぞれの意見を述べ、全員の一致により、8 月の定例会で、

新宿区の生徒にとって適切な教科用図書を採択しました。 
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＜主な取組み＞ 

○ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京 2020 大会」とい

う。）を契機とした体験の機会を一層充実しました。具体的には、区立中学生を対象と

した「都市ボランティア体験イベント」を実施し、外国人観光客に区内の観光ガイドを

行うなど、ボランティア活動の気運を醸成するとともに、各校の生徒会が主体的に企

画・運営する、東京 2020 大会に関連した生徒会活動への支援を行いました。また、東

京 2020 大会のさらなる気運醸成と児童の運動意欲向上のため、区立小学校に 2 種類の

新たなスポーツ「スポーツクライミング」「スラックライン」を体験できる環境を整備

しました。 

○ 発達障害等のある児童・生徒への適切な教育的支援を強化するため、特別支援教育

推進員を増員しました。また、区立小学校に続き、全区立中学校に特別支援教室「まな

びの教室」を開設しました。さらに、新宿養護学校に在籍し、医療的ケアが必要でスク

ールバスの利用が難しい児童・生徒の登下校を支援するため、専用の通学車両の運行を

開始しました。 

○ 教員が健康でやりがいをもちながら質の高い教育活動が確保できるよう、教員の勤

務環境の改善・働き方改革の一環として、部活動の指導や大会等への引率、外部人材の

確保・配置調整等の支援を行う部活動指導員を配置しました。 

 

＜教育委員会の会議以外での教育委員の活動＞ 

教育委員は定期的に学校を訪問し、学校の経営方針等について説明を受けるとともに、

授業の様子や施設の状況等を視察し、学校の実態把握に努めています。また、教育委員

会が指定した学校が 1～2 年間かけて研究した成果を発表する研究発表会に出席したほ

か、新宿区立中学校生徒会役員交流会で生徒会役員の生の声を聞き、保護者代表者との

懇談会で PTA 役員の方々と意見交換を行いました。 

また、令和 2 年度からの小学校における英語の教科化及び外国語活動の導入を踏まえ、

教員の英語の指導力向上に有効な「東京都英語村（TOKYO GLOBAL GATEWAY）」を

訪れ、教員が実際に研修を受ける様子を視察しました。 

今後も、学校訪問等の機会を通じて、教員や保護者等との意見交換の場を持つととも

に、学校現場の実態や、子どもたちを育む多様な資源の状況を踏まえ、教育の諸課題に

的確かつ迅速に対応していきます。 

また、新宿区総合教育会議では、「教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実

情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策について」を議

題として区長と意見交換を行い、教育の課題の共有を図りました。 
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学校訪問実施校数：20 校 

研究発表校数：3 校 

新宿区総合教育会議：①令和元年 8 月 28 日 ②令和元年 12 月 6 日 

新宿区立中学校生徒会役員交流会：令和元年 12 月 25 日 

保護者代表者懇談会：令和 2 年 2 月 6 日 
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第５ 新宿区教育ビジョン(第二期：平成 30～令和 9年度)の概要  

   ～3つの柱と 10の施策～ 

 

 

 

 

 変化の激しい時代を担う子どもたちは、社会において自立的に生きるため、知・

徳・体のバランスのとれた「生きる力」を身につける必要があります。子どもの学

力や学習の状況、心や体の状況など様々な課題を的確にとらえ、子どもたちの力を

着実に伸ばす、より質の高い学校教育を実現します。 

 

 施策１ 確かな学力の向上  

○ 子ども一人ひとりの課題に丁寧に対応するとともに、長所や強みを活かすという視点

に立ち、すべての子どもの能力を最大限に伸ばす教育を実現していきます。 

義務教育で身に付けるべき基礎学力を保証するために、特に基礎的・基本的な学力が

十分でない子どもへの支援を充実します。また、伸びる子どものより発展的な学習を積

極的に支援します。 

さまざまな調査結果を分析し、教育課程や指導方法等を組織的に見直すとともに、「分

かる授業」への工夫・改善を図ることにより、一人ひとりの学力の定着と向上につなげ

ます。 

○ 調べ学習をはじめとする言語活動を重視した指導により、言語に対する関心や理解を

深め、思考・判断等の知的活動やコミュニケーション、感性・情緒の基盤である言語能

力を高めます。教育活動全体を通して、体験的な活動や問題解決的な学習を積極的に取

り入れ、子ども一人ひとりの実践的な資質・能力を育成します。 

児童・生徒の学習意欲を高め、主体的に学ぶ機会を充実するために、ＩＣＴを活用し

た教育活動の一層の充実と「主体的・対話的で深い学び」の実現を図ります。 

○ グローバルな視野を持ち、時代の変化を見きわめながら自らの将来を切り拓く先進的、

開発的な才能を芽生えさせ、伸ばすためのさまざまな手法による国際理解教育、英語教

育、理科教育及び情報技術活用能力を高める教育の充実を図ります。 

 

 施策２ 豊かな心と健やかな体づくり  

○ 豊かな人間性や社会性を育み、子ども一人ひとりが、かけがえのない自己を肯定的に

捉えるとともに、命の大切さを理解し、他者に対する思いやりや感謝の気持ちを言葉に

して素直に伝えようとする心を養います。 

○ 体験的活動や学校の教育活動全体を通したキャリア教育の充実を図り、子どもたちが

社会における自己の役割について考え、社会の一員であることの認識を深めます。また、

優れた伝統と文化を理解し継承するとともに、郷土新宿に愛着を持ち、地域の発展に寄

 子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現 

柱１ 
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与したいと思う気持ちを育成します。 

○ スポーツを通じて健康づくりや体力の向上に向けた取組を進めるとともに、学校・家

庭・地域が連携して、積極的に運動やスポーツに親しむ習慣や意欲・能力を育成します。 

子どもたちの心身のバランスのよい発達のため、家庭と連携し、望ましい食習慣等、

健康的な生活習慣の形成を促します。 

○ 東京 2020 大会の開催を契機として、子ども一人ひとりの心と体に人生の糧となるよう

なかけがえのないレガシー（有益な遺産）を残していくため、すべての学校及び幼稚園

でさまざまな学習活動や体験の機会を提供します。また、大会後もこれらの教育活動を

継続・発展させていきます。 

 

 施策３ 就学前から中学校までのつながりのある教育の推進  

○ 公私立の幼稚園・保育園・子ども園の連携を推進し、教育・福祉・子ども・保健等の

各部門の情報共有を重視しながら、個々のニーズに応じた、幼児教育・保育や子育て支

援事業の利用の機会を提供していきます。 

○ 区立の幼稚園・保育園・子ども園が交流や研修等を継続的に進め、それぞれの良さと

特性を学び合い、互いの保育内容の一層の充実を図るとともに、交流や研修等について、

就学前の子どもの育ちをともに担う私立の幼稚園等にも働きかけていきます。また、区

内の子育て支援を担う施設と十分に連携しながら、公私立の幼稚園における子育て支援

機能を充実します。 

○ 幼児教育・保育と小学校教育との滑らかな接続のため、指導及び支援の継続性を重視

し、小学校と幼稚園・保育園・子ども園との連携を十分に図り、相互の教育と連続性に

ついての共通理解を深めます。 

○ 生徒がスムーズに中学校生活をスタートできるよう、小学校段階の教育内容を再度取

り上げて繰り返し指導するといった工夫や、小・中学校の教員が授業を見合ったり、共

同して授業を行ったりするなど、相互交流の一層の促進を図ります。また、各教科の連

携プログラムを活用し、効果的・効率的な学習内容の接続を図り、確かな学力の向上に

つなげます。 
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 子どもの教育において、新宿の伝統・文化を生きた教材として積極的にとり入れ、

地域に根ざした教育を進めていくことが大切です。また、教育に対する保護者や地

域の多様な要請にこたえていくために、家庭・地域・学校がともに学び、ともに育

つ関係を実現します。 

 

 施策４ 地域との連携・協働による教育の推進  

○ 各校の地域協働学校運営協議会の取組を支援し、活動内容のさらなる充実を図ります。

また、小・中学校間や近隣の学校間の連携を展開することで、地域が一体となって子ど

もたちの成長を支援する取組を一層推進していきます。さらに、地域との連絡会を実施

し、地域協働学校の取組を積極的に周知して地域の理解を促進するとともに、人材の確

保等の課題の解決に向けて地域とともに検討していきます。 

○ 地域の教育力を学校につなぎ、教育活動の充実を図るスクール・コーディネーターと、

学校運営に地域住民や保護者が参画し、学校と地域が一体となって子どもたちの成長を

支援する地域協働学校運営協議会との連携により、地域の教育力の一層の活用を図りま

す。 

○ 新宿のまちの特性を活かした教育活動を進めるため、地域協働学校の取組等を活用し

たキャリア教育を推進するとともに、区民、地域団体、企業や大学等との連携・協働に

より、地域の文化や歴史、芸術等の資源を学習教材として積極的に活用します。 

 

 施策５ 家庭の教育力の向上支援  

○ 保護者が家庭教育の重要性を認識するとともに、孤立することなく子育ての悩みを共

有し、安心して家庭教育を行えるよう、学びの機会を提供します。 

また、共働き世帯や困難を抱える家庭等、さまざまな家庭のあり方に応じた多様な形

態による家庭の教育力の向上を支援していきます。 

〇 子育ての悩みについて保護者同士が話し合ったり、保護者と教員が共有したりしなが

ら、互いに支え合って家庭の教育力を高めることができるよう、ＰＴＡの主体的な活動

への支援を充実します。 

また、保護者が学校行事等へ参加しやすくなるよう、企業等へ協力を呼び掛けていき

ます。 

 

 施策６ 生涯の学びを支える図書館の充実  

○ 新宿区立図書館基本方針に基づき、「区民にやさしい知の拠点」として、休館日の変更

による利用機会の拡充や電子書籍等を含む魅力ある情報資源の整備等の検討を通じて、

新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現 

柱２ 
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高齢者や障害者、外国人等、さまざまな人に一層利用され、活用される図書館を実現し

ていきます。 

旧戸山中学校の跡地に「区民にやさしい知の拠点」にふさわしい新中央図書館等の建

設を目指します。 

○ 新宿区のすべての子どもが、あらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動

ができるよう、新宿区子ども読書活動推進計画に基づき、家庭・地域・学校・行政が連

携を図り、子どもの読書活動の推進に取り組みます。 

 

 施策７ 子どもの安全の推進  

○ さまざまな事件・事故や自然災害等の危険性、安全・安心な社会づくりの意義を理解

し、自らの生命を守るために必要な知識や技能を身に付けさせるとともに、安全で安心

な社会づくりに貢献しようとする態度の育成を図ります。 

また、メディア等からのさまざまな有害情報や、インターネット・ＳＮＳ等の利用に

潜む危険を理解し、児童・生徒の情報モラルを育成するため、学校、家庭、企業等と連

携した情報モラル教育を実施します。 

○ 学校安全計画及び学校危機管理マニュアルを必要に応じて検証・改善するとともに、

学校施設や通学路の安全性を確保するため、必要な設備の整備・運用を図ります。 

また、児童・生徒等の安全に関する課題について学校、家庭、地域が共有するととも

に、ＰＴＡの主体的な活動や地域協働学校のしくみを活かすなどして、家庭や地域、関

係機関等と連携・協働した安全・安心の取組を推進していきます。 
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 子どもがよく学び、よく遊び、心身ともに健やかに育つことを目指し、高い資質・

能力を備えた教師が自信をもって指導に当たり、いきいきと活気ある活動を展開す

る学校を実現します。 

 

 施策８ 一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育環境の整備  

○ いじめや不登校にかかわる、各校や教育センターにおける取組をより一層充実させ、

不登校等の児童・生徒の出現ゼロを目指します。また、教育センターの教育相談を活用

し、教育相談室やつくし教室と学校の連携をより一層推進します。研修等により教職員

の対応力を高めるほか、家庭に課題がある場合については、地域の関係諸機関や民生委

員、児童委員等とのネットワークを活用し、家庭に寄り添った支援を行っていきます。 

○ 障害のある児童・生徒の増加に伴い、「個の状況に応じた適切な指導」をさらに推進し

ていく必要があります。子どもの将来を見据え生きる力を育むために、学校が保護者と

積極的に情報を共有する機会を持ち、他機関との連携を図りながら、子どもの能力を最

も伸ばす支援や指導を行うとともに、一人ひとりの確かな学びを保障する体制を整備し

ていきます。 

○ 日本語が分からない状態で転入してくる幼児・児童・生徒が日本の学校に慣れ、円滑

に生活することができるよう、日本語の初期指導を行うとともに、必要な教科学習の支

援を行います。 

○ 共生社会を担う子どもたちの視野を広げ、社会性を養い、豊かな人間性を育むため、

障害のある子どもたちや外国にルーツを持つ子どもたちから学び合うことのできる交

流・学習を進めていきます。 

○ 子どもたちが経済状況等の家庭環境にかかわらず確かな学力や社会性を身に付けるこ

とができるよう、放課後等学習支援及び学校図書館の放課後等開放を行います。また、

学業や進路等、教育上の悩みに対して、専門家による相談体制を整えます。さらに、幼

稚園保護者に対する負担軽減や就学援助等により、家庭への経済的な負担を軽減し、子

どもの学びと育ちの機会を支えていきます。 

 

 施策９ 学校の教育力の強化  

○ 校長・園長のリーダーシップのもと、組織的で実行力のある学校・園運営や中・長期

的な視点に立った創意工夫ある教育活動の展開を具現化するため、校長・園長の裁量予

算の一定額確保や公募制等の人事権の拡充に向けた取組を進めます。 

さらに、管理職のリーダーシップの強化や教職員のメンタルヘルス管理も含めた学校

経営能力の向上を図る研修を充実します。 

○ 教員の長時間勤務の実態をふまえ、勤務環境の改善に取り組むとともに、取組の実効

時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現 

柱３ 
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性を担保できる状況を整えます。あわせて、教員の働き方の意識改革を進めます。これ

らの取組により長時間勤務を解消し、教員が健康でやりがいを持ちながら質の高い教育

活動を継続することで、子どもたちが生涯を切り拓いていける力を一層伸ばしていきま

す。また、他区と連携・協働し、必要な対策について国・都へ一層働きかけていきます。 

○ 新学習指導要領及び新幼稚園教育要領を見据えた教育課程及び授業・保育方法の改善

や、英語、道徳、特別支援教育等の新たな課題への対応、チームとしての学校の実現に

向け、教職員それぞれの経験と職層に応じた研修や学校支援アドバイザーによる訪問指

導等を体系的に実施し、教員の資質・能力の向上を図ります。特に小学校の英語教育で

は、指導経験のある外部人材が授業への指導・助言を行うほか、英語だけの環境に身を

置く研修等を実施し、教員の英語の指導力向上を図ります。 

また、校・園内研究や研究発表等を通して、教員の自主的な研修意欲の高揚を評価・

奨励し、教員が自ら学ぶ意欲を持つ風土の醸成を図ります。さらには、学校の情報化を

進め、「分かる授業」を実践するとともに、教員同士が情報を共有し、相互に教材を開発・

活用できる環境づくりを進めます。 

 

 施策 10 学校環境の整備・充実  

○ 教育用ネットワークを効果的に活用し、子どもたちの「主体的・対話的で深い学び」

が実現できるよう、新学習指導要領に対応した環境を整えるとともに、学校図書館の学

習機能を高めるため放課後等の開放を拡大するなど、子どもたちの学びの環境のさらな

る整備・充実を図ります。 

○ 学校施設の長寿命化のための予防保全や施設整備に向けた方針について検討し、計画

的な整備を推進していきます。 

○ 近年、未就学児数の増加傾向が続いているため、普通教室の整備・確保をするととも

に、学校選択制度の見直し後の教育環境の変化を注視しながら、児童・生徒の学習や生

活の場にふさわしい学校づくりを進めます。中期的には、再開発等の動向を把握しつつ、

平成 24 年度に策定した「新宿区立小・中学校の通学区域、学校選択制度、適正規模及び

適正配置の基本方針」で適正規模とした、小学校は 12 学級から 18 学級、中学校は 12 学

級以上（当面は 9 学級）を目指し、これに向けた検討等を行います。 
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第６ 新宿区教育ビジョンに掲げる 

 個別事業の点検及び評価 

 

 

（１）点検・評価シート 

 

点検・評価シートの見方 

事業目的・事業概要 

※教育ビジョン冊子から抜粋 
各事業の目的や主な内容について記載しています。 

第
一
次
実
行
計
画
事
業
の
み 

※
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
冊
子
か
ら
抜
粋 

平成 29年度末の状況 各事業の平成 29年度末における状況を記載しています。 

令和 2年度末の目標 

（令和 2年 2月時点） 

各事業の令和 2 年 2 月時点における令和 2 年度末の目標

を記載しています。 

令和元年度当初の計画 各事業の令和元年度当初の計画を記載しています。 

令
和
元
年
度 

進
捗
状
況 

(A) 
取組み状況、成果

（数値） 

各事業の令和元年度の取組みの状況や、実績値等を記載し

ています。 

(B) 
取組み状況の 

評価、課題 

(A)欄に対する評価や、目標達成に向けた課題等について

記載しています。 

１年間の達成度 

Ａ:当初の想定または予定していた成果以上の成果をあげた 

Ｂ:当初の想定または予定していた成果をあげた 

Ｃ:当初の想定または予定していた成果が十分あげられなかった 

改善内容、今後の取組み方針 
評価結果や課題等を踏まえ、改善内容や今後の取組み方針

を記載しています。 
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（２）学識経験者の指摘・意見及び教育委員会の対応・判断 

 

１ 主な評価対象事業  

（１）子ども一人ひとりの学びの保証（新宿区教育ビジョン 取組の方向性１） 

  １ 学力調査を活用した個々の学力の向上  

 ２ 学校サポート体制の充実        

 ３ 放課後等学習支援           

 ４ ＩＣＴを活用した教育の充実      

 ５ 主体的・対話的で深い学びの実現  

学識経験者の指摘・意見 教育委員会の対応・判断 

１ 学力調査を活用した個々の学力の向上 

 中学生の理科、社会の基礎的な知識・技能の習得

が十分ではないという課題がある。どのようなこと

がその背景にあるのか、専科教員である理科、社会

科担当の先生方に各学校であるいは教科部会等でそ

の要因と課題を明確にすることが必要であろう。そ

の要因等にそって教育委員会からの支援を行うこと

が大切である。また、粘り強く取り組む力や最後ま

であきらめない態度なども学力の一側面として育て

ていくことも重要であると考える。 

 

 新宿区学力定着度調査は、各学校が結果を分析し、 

教育課程や指導方法等にかかわる自校の課題・解決 

策を明確にした上で、児童・生徒一人ひとりの学力 

の向上に向けた指導法等の改善を図ることをねらい 

としています。 

 近年、特に正答率等が低かった理科については小・ 

中学校の教員から組織する理科教育推進委員会を設 

置し、課題の分析を行ったうえで、更なる充実が必 

要な観察・実験の技能の向上に向けた実践の開発と 

共有に努めました。今後は、同じく正答率等に課題 

のある社会科についても、取組を検討してまいりま 

す。 

個々の児童・生徒の学力を向上させていくために

は、ご指摘の正答率 50％以下の児童・生徒など個々

の学力の課題や伸びを分析して個別に最適化された

学習を提供するだけでなく、児童・生徒が社会や自

然などの教科の特性に興味・関心を持ち、将来的に

学び続けるためのきっかけをつくることが肝要で

す。学力の伸びを的確に分析することで、各学校の

取組の評価を、よりよい手だてにつなげることもで

きると認識しています。 

令和 2 年度中に環境整備する新宿区版ＧＩＧＡス

クール構想では、e ラーニングシステムの導入等に

より、教科ごとに児童・生徒個々の課題分析がより

容易になります。新宿区学力定着度調査による学校

全体の傾向把握に加え、個々の学習状況を適宜把握

し個に応じた課題を提示することで個別最適化学習

が実現できるよう、準備を進めているところです。 

 学力定着度の結果を数字の上から見ると小学校

は、一昨年よりも少し向上しているのは見取ること

ができ評価できる。しかし、個々の子どもの学力向

上については、正答率 50％以下の子ども達の学力が

伸びているかの視点で分析することも必要である。 
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 このＧＩＧＡスクール構想の実現後に、ご指摘 

の正答率が低い児童・生徒の学力の伸びについての 

分析や個々の課題の適切な提示についても研究して 

まいります。 

 また、中学校の理科、社会の基礎的・基本的な知 

識・技能の定着に向けた分析については教育研究会 

の教科担当向けに、正答率が低い児童・生徒の学習 

状況の分析については採用から 3年以下の若手教 

員、教務主任、学習指導支援員等を対象とした研修 

の中で、ＩＣＴを活用した分析の方法等についても 

検討・周知してまいります。 

２ 学校サポート体制の充実 

 学習指導支援員の配置は、学校にとっては強力な

支援となっているようだが、支援員の資質・能力の

向上に向けた研修会では、支援員の効果的な活用に

向けどんな内容で実施し、その効果の程がよく分か

らないため、示す必要がある。また、1 校当たりの人

数を増やせる余地があれば、更なる充実につながる

と考える。 

 

 学習指導支援員は、各校 1 名を配置したうえで、 

学校の学力向上に向けた計画等に基づいて追加配置 

しています。各学校には学習指導支援員以外にも多 

くの会計年度任用職員が配置されていることから、 

各学校がそれぞれの役割を充分理解し、適切に活用 

できるよう、各課と連携を図ってまいります。 

 学習指導支援員・産育休代替教諭等研修会につい 

ては、担当者が「新宿区の実態に合わせた教育の在 

り方を理解したり、指導力を向上させたりするうえ 

で欠かせないものである」と認識しています。 

 学校と教育委員会が課題を共有して取組を進める

必要があることから、平成 30 年度より、管理職研修

と実務者研修の内容の関連を図っています。学習指

導支援員・産育休代替教諭等研修会を含め、実施す

る研修会の内容や趣旨については、必要に応じて校

長会等に提供するとともに、今後は、研修の効率化

を図る観点から、短時間の研修動画を共有すること

についても検討してまいります。 

 アンケート調査結果から、授業の満足度が高く、

学校サポート体制が効果的であったことが分かる。

また、産育休代替教員の研修会の実施は、新学習指

導要領の実施などこれからの新しい指導内容や指導

方法を理解する上で重要であり、今後も是非継続し

ていただきたい。 

３ 放課後等学習支援 

 学力格差が大きな問題になっている中で、この事

業のもつ意味は大きい。特に、家に帰っても宿題や

復習などを行う学習習慣が身に付いていない子にと

っては効果が期待できるはずなので、その検証を数

字で更に具体的に示して欲しい。 

 また、延べ参加者数の減少については、昨年度の

学年末の新型コロナウイルス感染症の影響が大きか

ったとの分析だけでは評価は難しい。どれ位の時間

実施できたのか、対象の子どもが 1 校当たり何人程

 

 令和元年度の全国学力・学習状況調査における児

童・生徒質問紙と学力のクロス分析からは、「家で自

分で計画を立てて勉強をしていない」児童・生徒は

全体の 47.3％を占めており、家で自分で計画を立て

て勉強をしている児童・生徒と比較して、平均正答

率は 9.8 ポイント低くなっていることから、放課後

等に学習習慣の定着を図る学習支援は学力向上を図

るために重要な取組であると認識しています。 

 現在、放課後等の学習に、本来対象としていない
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度いたのか、スタッフは何人なのか、その子の学習

状況に変化が見られたのか、などの視点からの分析

が必要である。学力調査結果との関連も含めた数字

のデータが出ると、この事業の成果や今後の課題も

もっと具体的に見えてくると思う。 

児童・生徒も参加するなど、事業の対象となる児童・

生徒の捉え方が一様ではない状況です。参加者数の

減少については、スタッフの確保等にも課題がある

ことから、今後、ご指摘いただいた視点での分析を

行うことで、学習支援が必要な児童・生徒に対して、

丁寧な指導ができる体制整備に取り組んでまいりま

す。また、今後、タブレット端末の１人１台化によ

り、放課後学習等においてもタブレット端末を活用

して、一人ひとりの習熟度に合わせた学習を進めて

いく予定です。タブレット端末の学習履歴等の把握・

分析方法についても検討していくことで、基礎学力

の定着や学習習慣の定着に向けた学習支援につなげ

てまいります。 

 学校図書館の開放などの環境整備を行ったこと

は有効な方策である。また、コロナ禍における授業

ではオンライン学習などで自学自習を進めていく力

が求められる。この力を小中学生のころからしっか

りと身に付け、将来に生きる学びの態度や取り組み

方法等の基礎的な素養を培っていただきたい。 

 学校図書館の放課後等開放での利用実態を引き続

き把握しながら、子どもの読書活動の推進と合わせ

て、自学自習や調べ学習等の促進に向けた取組を推

進していくことが重要であると認識しています。 

オンライン学習については、令和２年度内に区立

学校に在籍する児童・生徒に１人１台の端末環境を

整備することで、時間や場所を選ばず、一人ひとり

の習熟度に合わせた学習を進めていく予定です。 

 ＩＣＴを活用したオンライン学習の推進に当たっ

ては、児童・生徒が意欲をもって効果的に学習に臨

めるよう支援体制のあり方についても検討しなが

ら、児童・生徒が主体的に将来生きるために必要な

学びや基礎的素養を身につけていけるよう取組を推

進してまいります。 

４ ＩＣＴを活用した教育の充実 

 区内の各学校が実施している地域、保護者向けの

学校評価の項目の中に、ＩＣＴ機器を活用した授業

の評価項目があるが、私が第三者評価の評価員とし

て訪問した２校は、この項目が顕著に低かった。実

際授業も見せてもらい、確かにＩＣＴ機器を使った

授業はあるが、70台配置されたタブレット端末を活

用したアクティブラーニング的な授業を見ることは

できなかった。先生方がこれをうまく使いこなして

いくには、まだ時間がかかりそうである。ＩＣＴ機

器を活用した学び合いの活動ができる教員の授業実

践を参観することができる研修会を増やすことによ

り、授業改善へのイメージが湧くと思う。 

 

 タブレット端末を活用したアクティブラーニング

の実践については、現在、協働学習支援ツールを導

入している端末を授業で１人１台確保して、子ども

同士で双方向の意見交換を行ったり、一人ひとりの

考えをお互いにリアルタイムで共有したりする学び

を推進しています。しかしながら、各校での取組に

は差があるとともに、タブレット端末を校内で調整

して利用している現状から、ご指摘のとおりＩＣＴ

機器を活用したアクティブラーニングを日常的に実

践しているとは言えない状況です。 

 今後、令和２年度内に整備する児童・生徒１人１

台端末を見据え、教員のＩＣＴ機器の活用スキルの
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向上は喫緊の課題であることから、今年度、１人１

台端末の効果的な活用に向けて、小中各１校ずつを

教育課題研究校に指定し、その研究成果を全校で共

有する予定です。また、ＩＣＴ機器を活用した学び

合いによる授業参観の機会を、新任教員研修や中堅

教諭等資質向上研修、夏季研修など多様な研修会に

取り入れていきたいと考えています。さらには、Ｉ

ＣＴ機器の協働学習支援ツールを活用した校内研究

の推進や、指導主事と端末の利用支援スタッフによ

る授業改善訪問等、授業改善につながるその他の支

援策について検討してまいります。 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休校は、Ｉ

ＣＴ機器の充実やネットワークの強化の必要性を痛

感させるものであった。これは、自然災害等の際の

学習保障のためのバックアップにもなると考えられ

る。放課後学習支援のような従前より進められてき

た事業を前提に、一層のインフラ拡充が求められる

と考える。他方、対面による人格的接触を通じてな

される教育の重要性を踏まえると、日常の実践にＩ

ＣＴを無理に取り入れることをゴールとするのでは

本末転倒になってしまう。災害時のバックアップの

ためのＩＣＴ拡充と、日常におけるＩＣＴの活用に

ついては意識的に区別しながら、日常においては主

体的・対話的で深い学びの実現の観点で実践を深化

させることが必要ではないかと考える。 

 ご指摘のとおり、主体的・対話的で深い学びを実

現・深化させるためには、児童・生徒間の対面によ

る学び合いは必須であり、学校における集団教育の

最も大切な意義であると認識しています。 

 今後、ＩＣＴの活用においては、その教育的効果

や目的、活用場面を十分に勘案しながら、効果的に

利用するためには教員のＩＣＴ活用スキルの向上が

不可欠であることから、教員研修や実践事例・教材

の全校での共有を図ってまいります。 

 また、ＩＣＴ機器については、家庭学習や放課後

学習等の自学自習の推進や学習習慣の定着において

も、有効なツールになるものと考えています。 

５ 主体的、対話的で深い学びの実現 

 主体的・対話的で深い学びをめざして授業改善す

ることは、教員にとっての重要な課題である。しか

し、実際の授業は、なかなかそうした授業に達して

いないことが多い。改善の視点をどれだけもつこと

ができるか、自らの授業をどれだけ振り返り改善す

ることができるか、教師一人一人の省察する力を伸

ばすことが必要である。そのために行われている教

育課題研究校の発表会等の機会を有効に生かし、研

究成果を共有していくことを期待している。 

 

 採用から３年以下の若手教員を対象とした研修会 

では、自らの授業の記録を取って分析し、児童・生 

徒の発言等から内容の理解が進んだり、考えが深ま 

ったりしたと思われる教師の発問を分析するなど、 

省察する力の育成も図っています。 

 各学校が実施する校内研究では、小グループで授 

業の動画を見ながら児童・生徒の変容を分析するな 

ど、授業を振り返る手法を様々研究して協議会を運 

営しています。各校の授業力向上に向けた取組は視 

点が異なることから、今後は、研究主任会等でそれ 

らの手法を共有することにより、省察する力の向上 

を図ってまいります。 

 教育課題研究校では、その時々の教育課題の解決

に向けて指定校と教育委員会が連携して進めた教育
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実践を、区内のすべての教員が共有できるようにし

ており、今後は研修の効率化を図る観点から、ＩＣ

Ｔを活用した研究成果の共有についても検討してま

いります。 

〇 子ども一人ひとりの学びの保証全般について 

 休校に伴う学習の遅れへの懸念は大きいものの、

それを取り戻すために学習偏重の学校生活になるこ

とがもう一方の懸念である。例年以上にストレスを

感じざるを得ない状況下、子どもたちが安心して楽

しく通える学校にするためには、主体的に関われる

行事などの取り組みも重要である。「次学年又は次々

学年に移して教育課程を編成する」ことを含む「次

年度以降を見通した教育課程編成」）について文部科

学省が示したことも重要である（2020 年 5 月 15 日

初等中等教育局長通知（２文科初第 265 号））。今後

の感染状況の拡大によっては、再度、登校に一定の

制限が付される可能性もあるなか、舵取りは難しい

と思うが、子どもの最善の利益を守るため現場の裁

量が一層発揮されることを望む。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染防止のための取組

により、行事の精選については各学校にお願いして

いるところです。宿泊を伴う多くの行事については

区として中止の判断をしましたが、運動会等その他

の行事については、その時々の感染状況等を踏まえ

たうえで学校の施設の状況等を勘案し、学年ごとに

分散して実施したり、無観客で実施して動画配信し

たりするなど各学校で工夫をして検討しているとこ

ろです。 

 子どもたちにとっては、当該の学年は一度のみで

あり、貴重な一年であることは承知しています。今

後も、各学校が子どもたちの貴重な学びの機会を確

保できるよう、実施方法等について助言するなど、

支援してまいります。 

 

（２）地域が参画する学校運営の充実（新宿区教育ビジョン 取組の方向性１０） 

  ３３ 地域協働学校の充実       

  ３４ 学校評価の充実            

学識経験者の指摘・意見 教育委員会の対応・判断 

３３ 地域協働学校の充実 

 全学校が地域協働学校になったことによって、月

1 回の学校運営協議会を開催していることはとても

よい。まずは、学校の日々の教育活動の中で、成果

のあったことを発信できる場ができたことで、学校

への理解が深まりつつある。地域の人達も含めたチ

ーム学校という体制が生まれつつあると感じる。 

 しかし、学校差も感じるので、充実した活動を進

めているところを、校長会、副校長会、教務主任会

等で発表するなどの機会を設け、各学校の改善に向

けて役立ててもらうとよい。 

 

各学校では、学習支援や体力向上のための支援等

の活動が、保護者や地域の方のボランティアで行わ

れ、また、地域の防災訓練に児童・生徒が参加する

など、学校・家庭・地域の顔の見える関係づくりが

進められています。 

 ご指摘のとおり、学校により活動の充実度に差が

あることから、各校の協議会に職員を派遣し、他校

での効果的な事例の情報提供や各校の活動内容を掲

載した事例集の配付、学校と地域と保護者が円滑に

連携するための助言を行うなど、良い事例を共有し

ながら各校における取組の充実を図るための支援活

動を行っています。さらには、年 1 回の地域協働学

校研修会に学校運営協議会の委員（学校長含む）の

他に副校長など教員の参加を促し、講演や事例報告、

情報交換の場を提供しています。このほかにも、教
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員研修の一環である課題研究会の中で、自校の地域

協働学校の活動内容を研究課題として発表するな

ど、情報の共有に努めており、今後もこれらの取組

を通して、各学校の取組の改善や発展に活かせるよ

う支援してまいります。 

 四谷地区では校種を超えて「地域防災」という視

点から児童・生徒も地域に暮らす一区民としての取

り組みが実施された。校種の壁を超えるためには、

時間的・空間的に難しい点もあるだろうが、地域の

方々と児童・生徒が一つの目的に向かうことにより

人とのつながりや地域で育つ子どもの姿を確認でき

るという点で有効である。リーフレットに記されて

いるように地域のつながりが、より一層深まること

も可能となった。今後、他の地区でも小中が連携し

て「地域の子どもを地域で育てる」という考え方を

大切にして、地域協働学校の充実を図っていただき

たい。 

 平成 30 年から 2 年間に渡って行われたモデル実

施により、学校関係者、地域協働学校運営協議会の

代表者、スクールコーディネーター間におけるコミ

ュニケーションが高まり、お互いの支援活動の情報

の共有が促進されました。また、四谷地区共通の育

てたい子ども像「社会・地域に貢献しようとする人」

を育てるため、防災教育における合同の活動を行っ

たことで、四谷地区全体で防災に対する意識を高め

ることができました。今後、他の地区で小中連携型

地域協働学校を実施するに当たっては、このモデル

実施を通して明らかとなった小学校と中学校の学校

支援活動の相異による連携の難しさや、１つの小学

校通学区域に複数の中学校通学区域がまたがる地域

があるといった課題を整理し、「地域の子どもを地域

で育てる」という考えの下、小・中相互の連携をさ

らに深めながら、地域協働学校の充実へと繋げてい

きます。 

 多様な文化的背景を持つ子どもたちが多い新宿区

にあって、地域との協働という際、町内会や商工会

等といった、いわゆる日本人社会を前提とした既存

のコミュニティ以外にも連携対象のウイングを広げ

る必要があるように思う。外国籍の方の意見や実態

をつかむための学校運営協議会の工夫（運営の工夫、

委員選任の工夫等）や、多文化共生を重視した協働

活動の展開などである。既になされている部分も

多々あるかと思うが、「地域が参画する学校運営の充

実」の旗のもと、改めて、人々の共生や社会の統合

を果たす場所として学校が機能する体制の充実を図

っていただきたい。 

一部の地域協働学校では、児童の読み聞かせボラ

ンティアに外国籍の児童の親に協力を依頼して、多

言語対応の絵本の読み聞かせを行うなど、多様な人

材を活用した支援活動を行っています。 

 今後、多様な文化が存する新宿区の地域特性を活

かして、より多くの地域資源の活用や人材の参画を

促すためには、学校の特色やニーズに沿った地域人

材の発掘や、多様な地域人材に参画の機会を広げる

取組が重要であると認識しています。そのため、「チ

ーム学校」として地域住民や保護者のほか、企業や

ＮＰＯなどの地域団体、教育機関等、多様な人材が

参画できる機会をつくるため､学校運営協議会と地

域との連絡会を開催することで、人材確保や周知活

動等に取り組み、学校が地域コミュニティの核の一

つとして、地域に開かれた学校づくりを推進してい

きます。 

３４ 学校評価の充実 

 まず、学校関係者評価の実施は、学校経営の責任

 

 新宿区では、学校第三者評価を含む学校評価のあ 
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者である校長先生にとっては、経営改善に向けて貴

重な資料になっている。その学校が努力している評

価項目には、地域保護者の方は高い評価をつけてい

る。逆に、評価が低いものは、十分伝わらないもの

として改善が必要と判断しやすい。次の年には、思

い切った改善策を実行しやすいはずである。 

 また、第三者評価の実施が、学校運営の改善に役

立ったと回答している校長が多いのは一つの成果で

ある。これによって、学校が変わってきたところも

あるので、校長は是非、提言を生かした迅速な実践

を目指して欲しい。 

学校訪問を実施して感じるのは、内部評価の中間

評価が不十分なところが見られるところである。中

間評価を着実に実施することによって、年度末の学

校評価では次年度に向けた改善策も立てやすくな

る。着実に実施して、第三者評価委員の二回目の訪

問時にはその資料提供が確実にできるようにすると

よい。 

り方について、これまでも学校評価検討委員会を設 

置し、社会的な要請や新宿区教育ビジョンの内容に 

合わせて適宜改善を図ってきました。特に、学校第 

三者評価が学校経営の改善に結び付いたと回答した 

校長の割合は、毎年９割を超えており、成果を上げ 

ていると考えます。 

 また、隔年実施の学校第三者評価での指摘事項に 

ついては、毎年の教育課程ヒアリングの際に改善の 

方向性を確認するとともに、翌年の教育委員会学校 

訪問においても状況を確認することで、確実な改善 

に結び付けていると考えます。 

 一方で、中間評価の位置づけや考え方については

各校さまざまであることから、新宿区が目指す学校

評価の実現に向け、目的を共有化していく必要があ

ります。これまでも、区立学校において、中間評価

の結果から課題を焦点化して、２学期以降の取組を

改善する取組が進められています。 

 引き続き、毎年実施している学校評価説明会や校

園長研修会において、実施の意義や実施方法につい

て情報を共有し、効果検証と取組の見直しを繰り返

し行うことで改善が図れるようにしてまいります。 

 第三者評価委員の一員として学校を訪問する機会

を得ている。その中で、各学校が確実に前年度より

も改善していることを実感している。管理職自らが

内部評価、関係者評価等の結果を踏まえて具体的な

改善の視点を明確にしており、第三者評価委員の立

場からそれを応援し、実現に向けた意味のある評価

に努めていきたいと考えて取り組んでいる。各学校

において学校評価の意味を十分に理解し、取り組ん

でいる結果であると考えている。 

 

（３）特別支援教育の推進（新宿区教育ビジョン 取組の方向性１９） 

  ５７ 特別支援教育の推進          

  ５８ 中学校への特別支援教室の開設     

  ５９ 学校に対する巡回指導・相談体制の充実 

学識経験者の指摘・意見 教育委員会の対応・判断 

５７ 特別支援教育の推進          

 学校の各クラスには、要支援の子ども達は少なく

とも２～３人はいるはずである。担任が、学級経営

上まず目指すのは、より良い人間関係の下、誰もが

安心して生活や学習ができる学級づくりである。そ

の中に、学習の上でも生活の上でも、特別に指導・

支援を注ぐべき子どもがいることで教員の負担は大

 

発達障害等のある児童・生徒が増加傾向であるこ

とを踏まえ、在籍学級での適切な教育的支援を強化

するため、特別支援教育推進員を当初計画から４人

増員して、38人確保しました。 

令和２年度においても、さらに７人増の 45人体制

とするよう計画を修正しましたが、対象児童・生徒
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きくなり得る。その手助けとなる特別支援教育推進

員が、少しでも増員できたことで教員の学級づくり

や子どもの指導にも良い結果が期待できる。 

この事業には、どの学校も大きな期待をしている。  

特別支援教育推進員は、先生方が学級経営や授業

を円滑に行う上でも欠かすことができない人材であ

る。たとえ、週２、３回であっても子どもが支援を

受けることができるのは、学級担任にとても助かる

施策の一つである。今後は、更に人数を増やす方向

でも考えるとよい。 

 

は見込みを上回る増となっており、推進員の増員が

一層必要となっています。 

 今後も、発達障害等のある児童・生徒に適切な支

援が図れるよう、対象児童・生徒の人数に即した特

別支援教育推進員の確保を図るとともに、支援する

推進員の資質及び専門性の向上が課題であることか

ら、研修や巡回指導等を通した人材育成を強化して

まいります。 

 重要な施策が進展しており、とても良い。地域が

参画する学校運営の充実（新宿区教育ビジョン 取

組の方向性 10）にあったように、地域住民や保護者

が学校の様々な局面に参加するようになることを踏

まえると、特別支援教育にかかわる理解啓発が、学

校運営協議会の委員の方々にも求められるように思

う。 

 特別支援教育にかかわる理解啓発を推進するた

め、前年度の知的障害に続き、令和元年度は、身体

障害をテーマとしたリーフレットを作成し、児童・

生徒や区民に向けて広く配布していますが、就学支

援シートの活用については、周知が十分とはいえな

い状況であり、さらなる周知の工夫が課題であると

認識しています。 

 なお、学校に関わる方への周知については、スク

ールコーディネーターを対象に、令和元年度に特別

支援教育の説明会を実施するなど、理解啓発の促進

に取り組んでおります。 

 今後はホームページ等での周知内容の拡充を図る

ほか、ご指摘いただいた地域協働学校運営協議会等

にも広く周知を図ってまいります。 

５８ 中学校への特別支援教室の開設 

 中学校全校で特別支援教室を実施し、登録者数も

54 名となり、生徒のニーズに対応することができた

と言える。また、「まなびの教室」の小学校版のパン

フレットはとても分かりやすいものとなっている。

令和２年度には小中学校汎用パンフレットを作成す

る予定とのこと、啓発活動にも力を入れており、好

ましい状況である。さらに、スーパーバイザーによ

る巡回指導教員への助言・指導により、指導者側の

力量が高まり、生徒の実態に即した指導の充実が図

られている。今後も継続して充実を図っていくこと

を期待している。 

 

中学校全校で特別支援教室を開室し、在籍校で必

要な指導・支援を行う環境を整備したことで、支援

が必要な生徒の登録に繋がったものであり、今後も

在籍学級と特別支援教室との連携を密に図りなが

ら、必要かつ適切な指導・支援の充実に取り組んで

いく必要があります。 

令和２年度に作成する「まなびの教室」の理解啓

発のための小中学校汎用パンフレットについては、

「まなびの教室」での指導に携わる巡回指導教員等

の現場の声も反映させながら、内容の充実を図って

まいります。  

 全拠点校の巡回指導教員へのスーパーバイザーに

よる助言・指導ついては、学校からも効果的である

との評価が寄せられており、今後も児童・生徒への
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指導の充実に繋がるよう取組を継続していきます。 

 

５９ 学校に対する巡回指導・相談体制の充実 

 学校には、障害があると正式に診断されていなく

ても、支援が必要と判断される子どもの人数は多い

はずである。新宿区では、10 年以上も前から、特別

支援教育に力を注ぎ、毎学期１回は、具体的な指導・

助言をもらうことができる。その後の子どもの指導

にも生かすシステムで学校も期待しているものであ

る。この事業の良さは、たとえ、障害があると正式

に診断されていなくても、日々の学校生活の中で支

援が必要であると感じている子どもがいれば、その

子についても、授業を受けている子どもの様子をみ

てもらい、具体的な指導・助言を得られる点である。

毎年継続して、年３回は必ず、指導、相談を受ける

ことができることにより、次からの子どもの指導に

生かすことができる極めて行き届いた事業である。 

 

 ご指摘のとおり、特別支援学校や特別支援学級だ

けでなく、通常級の中にも支援を必要とする児童・

生徒が一定数在籍しており、一人ひとりの特性にあ

ったきめ細かな支援を早期に実施することが重要で

あると認識しています。このような考えから、心理

士や大学教授が授業観察を経た上で、具体的な指導・

支援内容を学級担任等へ助言するシステムを構築し

ています。 

 なお、学校からは、巡回指導を受ける準備に時間

を要するとの意見も寄せられていることから、効果

的かつ効率的な実施方法について検討していく必要

があります。 

 今後も、学校と連携しながら、継続して児童・生

徒の成長や学習状況を踏まえた丁寧な指導・支援を

実施できるよう引き続き巡回指導・相談体制の充実

に取り組んでまいります。 
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２ その他の事業 

 

学識経験者の指摘・意見 教育委員会の対応・判断 

１５ 主権者教育の推進 

 取組状況の評価、課題について、児童・生徒に『法

や決まり、ルールを守る』ことの大切さを学ぶ機会

をつくることができたとあるが、「主権者」という時

には、所与のルールや決まりを「守る」ことだけで

なく、それらを「作る」「変える」ということも含む

はずである。学級や学校全体で児童・生徒が主体的

にこれらのプロセスに関与できる機会を作ること

や、それに対する教職員による支援的関わりも期待

されるように思う。 

 

 主権者教育について、ルールや決まりを「守る」 

ことだけでなく、それらを「作る」、「変える」とい 

うことについては、中学校社会科公民的分野の学習 

において、マンションや自転車置き場のルール作り 

などを取り上げながら、ルールをともに作ることに 

ついても学ぶことができるようにしています。 

 教科外においても、小学校及び中学校の特別活動 

の中で学級や学校のルール作りについて話し合うな 

ど、より身近な内容で実施できるようにしています。 

 また、これらの内容について、新宿区自治基本条

例パンフレットの配布の際に、各教科での扱い方等

について周知を行っております。 

２７ 公私立幼稚園における幼児教育等の推進 

 公私立幼稚園における幼児教育等の推進、スター

トカリキュラムに関する項目、幼稚園・子ども園へ

の地域協働学校や学校評価の実施、特別な支援を必

要とする幼児の対応等、幼児教育と小中学校との接

続を視野に入れた取り組みをより一層進めていくこ

とも大切である。発達に障害のある幼児への支援体

制も整っていることと思うが、特別支援教育の推進

や巡回指導・相談体制にも幼稚園や子ども園へ推進

員を派遣するなどを通して就学支援シートに反映さ

せたい。 

 

小学校 1 年生が集団生活になじめず団体行動がと

れない等の「小 1 プロブレム」が課題となっている

ことから、幼稚園等での遊びや生活を通した学びを

基礎として、主体的に自己を発揮できるよう「スタ

ートカリキュラム」を実施し、就学前教育と小学校

教育との連携を図っていきます。また、特別な支援

を必要とする園児がここ数年増加していることか

ら、これらの園児の発達と就学に向けた支援のため、

幼児教育と小学校との接続が重要になると考えてお

ります。 

このため、令和 2 年度から、区立幼稚園において

は、特別な支援を必要とする園児に配置している介

護員の配置人数を 3 名増員するとともに、区内私立

幼稚園を対象に特別な支援を必要とする園児のため

に人員を配置した際の補助制度を実施するなど、発

達に障害のある幼児への支援体制を充実しました。 

さらに、区内公私立幼稚園については、就園相談

委員会心理士が特別な支援を要する園児の観察やそ

の保護者の巡回相談を行っており、子ども園につい

ては、有識者等が巡回保育相談を行っております。

これらの状況を就学支援シートにも反映し、円滑に

小学校教育に移行できるように、今後、実施体制の

検討を行ってまいります。 
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３２ 小中連携教育の推進 

小中連携活動は、小中の情報交換はあるものの、

これは既に 10年以上前から実施されているもので、

その後の具体的な成果を読み取ることができない。

小学校の先生が中学校で授業を行う、次の年はその

逆を行うなど、更に、一歩進んだ授業を通した具体

的な連携活動を開催し、その成果や課題が見えるよ

うになると良い。 

 

 小中連携活動では、中学校区で編成された小学校 

と中学校が年に２～３回集まり、相互の授業参観や 

テーマに基づいた協議を実施しています。 

 区立学校ではこれまでも、中学校の教員が小学校 

で授業を行うなど、各地区の課題に合わせた取組を 

進めてまいりました。 

 今後は、教務主任会等を活用しつつ、各地区の取

組を共有するとともに、成果と課題を明らかにし、

小中連携型地域協働学校を中心に、共通の課題設定

に基づくカリキュラムを作成するなど、一層の充実

につなげてまいります。 

３５ スクールスタッフの活用 

 学校への人材支援は、今、学校が最も必要として

いるものと考える。新宿区の学校図書館支援、放課

後学習支援、幼稚園保育支援等様々な人材の派遣は

今後の学校教育の充実に資するものと思うので、更

なる増員が可能ならばその方向で計画を推進するこ

とがよいと思う。 

そこで課題となるのは、学校がスクールスタッフ

をどのように活用していくかということである。学

校教育の課題として、「チーム学校」という言葉があ

る。正規の教職員の先生方だけでは、手が足りず困

っているからスクールスタッフを派遣するわけであ

る。学校教育をサポートしたい、子ども達を支援し

たいと思いを強くして学校に来てくれるわけなの

で、是非「チーム学校」の一員として活躍できるよ

うに連携、打ち合わせ、相談できやすい体制で迎え

て欲しい。 

 学校もスクールスタッフも来てよかった、来ても

らってよかったと実感できる仕事の環境づくりを進

めていくことを大事にして欲しい。 

 

 児童・生徒数の増加や、学校が抱える課題の多様

化が進む中で、スクールスタッフに求められる役割

も多岐に渡っており、学校教育活動の様々な場面で

地域の方を中心とした多くの方にスクールスタッフ

としてご活躍いただいています。 

 今後も、様々な教育課題に対応しながら、地域に

開かれた学校づくりを推進するに当たってはスクー

ルスタッフへの期待は大きいですが、人材の確保が

課題となっています。更なる増員等については、ス

クールスタッフの活動実績等も勘案しながら検討し

ていきたいと考えています。 

 また、スクールスタッフの活動においては、スク

ールスタッフがボランティアであることを踏まえ、

役割や責任の範囲を明確にした上で、学校のために

ご支援いただけることを無理なく担っていただくこ

とが大切です。このような考えの下、各学校では、

スクールスタッフの方へ活動内容等を丁寧に説明さ

せていただいていますが、今後も長く学校のために

ご支援いただけるよう「チーム学校」の一員として

実感を持てるよう校内での連携を図りながら、良好

な関係の構築に向けて、全校での共通認識を図って

まいります。 
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３ 総括的な意見 

 

● 浅田 学 氏 

  全体で 78の事業を見させていただきました。今年度までを見通した事業ですが、全体的には 

 確実に新宿区の教育がより充実して推進できるような計画が立案され、着実に歩んでいると思い 

 ます。 

  「教育は人なり」と言われます。学校の教職員だけでは足りない部分をどう補って人材を派遣 

 し支援していくことに力を注いでいることが伝わってきます。そうすることが、子どもたち一人 

 ひとりの学力を高め、心や体を育てていると感じます。 

  平成 29年に学習指導要領が改訂され、その教育方針に即して新宿区の教育事業も推進されて   

 きています。令和元年度の 1月までは、新しい新宿区の教育事業も順調に実施されて来ましたが、 

 今、新型コロナウイルス感染症の拡大によって大きな影響を受けています。地域協働学校として、  

 地域、保護者とともに子ども達の教育充実に向け歩み始めた矢先に、地域の人達も学校に行けな 

 い状況になっています。 

  新しい教育課程でスタートした教育活動がほとんどできない中で、新しい生活様式を模索しな  

 がら学校教育を見直していくことも必要になっていますが、点検・評価シートの各事業の「改善 

 内容、今後の方針の取り組み」の欄には、このような状況を踏まえた記述がされており、今後の 

 変化を見据えた事業評価であったと考えます。 

  感染症の早い収束を願い、学校教育も正常な教育活動にできるだけ早く戻れることを願ってい 

 ます。 

 

● 藤井 千惠子 氏 

  ほとんどの事業の達成度が Bとなっており、各事業の取組がおおむね達成できていることが分  

 かる。多岐にわたる新宿区の教育活動を支えてくださっている事務局の方々に感謝したい。様々 

 な環境整備や人的配置など手厚い支援体制が組まれており、そうした積み重ねが結果に反映され  

 ていると考える。 

  教育活動は結果が見えにくいものが多く、数値にあらわされることも一側面である。特に学力 

 については、見える学力と見えない学力があり、さらに、「主体的・対話的で深い学び」について 

 もとらえにくいものがある。例えば、授業において「児童・生徒が自らの学びを自らの言葉で語  

 ることができるような指導を目指す」などの見える化を示すことも考えられる。そうした面につ 

 いても教育委員会として、教育課題研究校や教育課題モデル校の指定などの施策により教育活動 

 の質的な向上を目指す取り組みが行われている。新学習指導要領の趣旨や内容を具現化するため 

 に有効な手段となっている。 

  今後の取り組みについてであるが、新型コロナウイルス感染症により様々な教育活動が制約さ 

 れている現状がある。新宿区として、教育内容の遅れや個人差への対応、各種行事等の実施方法 

 など、多くの課題に対して、各学校の実情や区全体の教育活動の推進等、教育委員会事務局の皆 

 様の知恵を集結して、できるところから着々と進め、よりよい教育活動を推進していただきたい。 
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● 仲田 康一 氏 

  新型コロナウイルス感染症という未曾有の事態の中、また、人口の密集や、繁華街との近接な 

 ど、特別な条件もあるなか、学習保障や安全確保のために多くの苦労や心砕きをされたみなさん 

 に敬意を表するものです。そうした中で、多くの事業を計画的に推進し、それぞれに確実な進捗 

 がみられるように思います。多くの関係者の御尽力の賜物と存じます。とはいえ、今後も色々と  

 不透明な状況が続いていくはずです。その中で、平時に立てたプランの全てを完全に網羅するこ 

 とは難しいこともあると考えられます。このような緊急時です。一部については例年より達成状 

 況の評語が悪くなったとしても、優先順位や軽重付けを思い切って行うことがありうるかもしれ 

 ませんし、逆に、このようなときだからこそ新たに目指したいものが出てくるということもあり 

 えます。子どもたち、教職員、保護者の方々の声を聞きながら、柔軟な対応がなされることを期 

 待します。 
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＜まとめ＞ 

 ～総括的な意見を踏まえた取組みの方向性と教育ビジョンの推進に向けて～ 

 

○ 令和２年度の点検及び評価では、教育ビジョンに掲げる全ての個別事業について取組の進

捗状況や成果を総括するとともに、子ども一人ひとりの学びの保証や、地域が参画する学校

運営の充実、特別支援教育の推進等の重要課題について、学識経験者からご意見をいただき

ました。個別事業全体では概ね目標を達成しており、新宿区が目指す教育の実現に向け、着

実に個別事業の実施に取り組んできたものと考えています。 

 

 ○ 区立学校では、令和元年度末からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、臨時休業や分

散登校の実施により、長期にわたり通常の教育活動が行えない状況にありました。こうした中、

子どもたちの学習機会の確保のあり方や、ＩＣＴを活用した教育の必要性等の課題が明らかに

なりました。 

今後は、家庭への持ち帰りも可能な 1人 1台のタブレット端末を整備し、災害や感染症の発

生等による臨時休業等の緊急時にも子どもたちへの学習機会が確保できる環境を構築すると

ともに、ＩＣＴの活用を念頭においた授業改革を着実に行い、児童・生徒が主体的に学ぶこと

ができる「新宿区版ＧＩＧＡスクール構想」の早期実現を目指します。 

 

 〇 障害のある児童・生徒をはじめ、不登校の児童・生徒や、外国籍の児童・生徒等への支援も

喫緊の課題です。特別支援教育のさらなる推進に取り組むとともに、不登校の子どもの教育機

会の拡充や、外国籍の子どもの就学支援など、新たな課題に取り組みます。また、こうした教

育支援にもＩＣＴを有効活用し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない、個々の特性

に応じた学習支援を行うなど、きめ細かな取組を進めていきます。 

 

○ 本報告書における評価や学識経験者の知見を生かし、直面する様々な課題に迅速かつ適切に

対応するとともに、工夫や改善を図りながら、教育ビジョン（平成 30～令和 9年度）を確実に

推進していきます。今後も新宿の強みである地域協働学校を基軸に学校・家庭・地域の連携に

よる子どもたちの豊かな学びの環境をつくり、次代を担う子どもたちが地域や社会とのつなが

りの中でのびのびと健やかに成長していけるよう、新宿区の教育の一層の充実に取り組んでい

きます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 新宿区教育委員会の権限に 

属する事務の管理及び執行の状況の点検 

及び評価（令和元年度分）報告書 

 

令和２年 10月発行 

 

発行：新宿区教育委員会事務局教育調整課 
 

   新宿区歌舞伎町一丁目 4番 1号  

   電話 03（3209）1111 （代表） 

印 刷 物 作 成 番 号 

2020-8-5501 

 


	01-表紙・目次
	02-第1～第5
	03-第6表紙
	04-第6(1)点検・評価シート【閲覧用】
	05-第6(2)意見・判断
	06 -裏表紙

